
様式第３号 会 議 録

会 議 名 平成２０年度 第３回川西市損害評価会

（審議会等名）

事 務 局 市民生活部地域活性室農林・労政課
内線（２５６１）

(担 当 課）

開催日時 平成２０年１０月２７日（月）午後４時～午後４時４０分

開催場所 川西市役所 ７階大会議室

委 員 篠木 良夫会長、山田 修副会長、西野 修副会長、井出 武和委員

出 （敬称略） 岡田 信彰委員、守本 国男委員

席

その他 （欠席委員）中西 徳男委員、西本 修委員、藤井 裕委員

者

事務局 大森 直之室長、田口 弘高課長、印藤 政明主査、中邨 勝利主任

石黒 未央主任

傍聴の可否 可・不可・一部不可 傍聴者数 ０人

傍聴不可・一部

不可の場合は、

その理由

議題

（１）平成２０年産水稲損害評価当初評価高(案)について

会議次第 ○ 諮 問

○ 答 申

（２）平成２０年度損害評価反省及び平成２１年度の課題について

（３）その他

会議結果 別紙のとおり



Ｎｏ１審 議 進 行

司 会 ただ今より、損害評価会を開催します。

田口課長 それでは、会長よりごあいさつをお願いいたします。

篠木会長 会長あいさつ

司 会 ありがとうございました。それでは、慣例によりまして会長が議長として

田口課長 議事進行をお願いいたします。

議 長 本評価会の議事署名人２名の選任をします｡

(会長) 私の方から指名させていただきたいと思います｡

恐縮ですが､岡田 信彰様､山田 修様にお願いします｡よろしいでしょう

か｡

それでは、ただ今より協議事項に入ります。不行き届きの点もあろうかと

存じますが､皆様のご協力をいただき議事進行につとめますのでよろしくお願

いします｡

協議事項（１）平成２０年産水稲損害評価当初評価高（案）について、市

の方より諮問を受けます｡

事務局 諮問書読み上げ篠木会長に手渡す。

大森室長

議 長 事務局より内容説明をお願いします。

(会長)

事務局 協議事項（１）平成２０年産水稲損害評価当初評価高（案）について、ご

中邨 説明します。

本年産の水稲被害地区は、多田Ｃ地区１筆、東谷Ｂ地区２筆、東谷Ｃ地区

１筆の３地区４筆の被害がございました。

多田Ｃ地区の悉皆調査における見込単収の平均が、２７０ｋｇ、また、抜

取調査における見込単収の平均が、２６７ｋｇと平均単収差は、－３ｋｇで

ありますが、単位当たりの平均単収差が１０ｋｇ以内の場合は､単位当たりの

修正を規定により、必要としていませんので、悉皆調査における見込単収の

平均の２７０ｋｇを使用しますと３割超過被害面積２１．６ａ減収量にして

９９ｋｇ、支払共済金は、２１，４８３円でございます。

東谷Ｂ地区の悉皆調査における見込単収の平均が、２９０ｋｇ、また、抜

取調査における見込単収の平均が、２９７ｋｇと平均単収差は、４ｋｇであ

りますが、前段と同じで、悉皆調査における見込単収の平均の２９０ｋｇを



Ｎｏ２審 議 進 行

事務局 使用しますと３割超過被害面積１１．７ａ減収量にして２９６ｋｇ、支払共

中邨 済金は、６４，２３２円でございます。

東谷Ｃ地区の悉皆調査における見込単収の平均が、２０ｋｇ、また、抜取

調査における見込単収の平均が、２０ｋｇと平均単収差は、０ｋｇでありま

すので、悉皆調査における見込単収の平均の２０ｋｇを使用しますと３割超

過被害面積３．１ａ減収量にして７９ｋｇ、支払共済金は、１７，１４３円

でございます。

議 長 以上で説明が終わりました。ご質問・ご意見はありませんか。

(会長) 無いようであれば、協議事項（１）平成２０年産水稲損害評価当初評価高

（案）を原案どおり承認し市長に答申してよろしいですか。

各委員 異議なし。(出席全委員)

議 長 答申書を読み上げ大森室長に手渡す。

(会長)

議 長 協議事項（２）平成２０年度損害評価の反省及び平成２１年度の課題につ

(会長) いて､ご質問・ご意見はありませんか。

無いようであれば、協議事項（３）その他について事務局より内容説明を

お願いします。

事務局 それでは、協議事項（３）その他について、ご説明します。

中邨 損害評価会委員の３年の任期が、平成２１年３月３１日に満了するのに伴

い、平成２１年１月２２日(木)開催予定の生産組合長会で、次期損害評価会

委員の選任依頼をいたしますが、その時の説明でも、何かありましたら現職

の地区の委員に相談してください申しますので、地区の生産組合長が相談に

来られた時は、よろしくお願いします。

事務局からは、以上でございます。

議 長 他にご質問・ご意見はありませんか。

(会長) 無いようであれば､以上をもちまして、本日の損害評価会を終了させていた

だきます。

閉会 午後４時４０分

※ 主な発言の要旨等、審議経過がわかるように記載すること。


